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男鹿市告示第５１号 

  

 男鹿市不妊治療費等助成金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和８年３月３１日 

 

男鹿市長 菅 原 広 二    

 

男鹿市不妊治療費等助成金交付要綱の一部を改正する告示 

男鹿市不妊治療費等助成金交付要綱（令和６年男鹿市告示第６２号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

別表（第３条、第４条関係） 

区分 一般不妊治

療 

特定不妊治

療 

不育症治療 

 （略） 

 

対象経

費 

一般不妊治

療に要した

自己負担

額。ただし

男鹿市に住

所を有して

いる期間の

（略） 不育症治療

に要した自

己負担額。

ただし男鹿

市に住所を

有している

期間の治療

別表（第３条、第４条関係） 

区分 一般不妊治

療 

特定不妊治

療 

不育症治療 

（略） 

 

対象経

費 

一般不妊治

療に要した

自己負担

額。 

 

 

 

（略） 不育症治療

に要した自

己負担額。 
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治療費に限

る。  

費に限る。  

（略） 
 

 

 

（略） 
 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附  則  

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


